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＊2022 年 FC 徳島スローガン

FC徳島開幕戦 （2ページに関連記事）

議会だより合併号

市民のうごき
住民基本台帳　（前月比）

計 39,247 （−155）
男 18,581 （  −80）
女 20,666 （  −75）

世帯数 17,917 （    −8）

※65歳以上人口
計 14,930人  男 6,513人  女 8,417人

令和 4年 4月 1日現在



全国地域リーグ決勝大会
地域リーグ優勝チームが JFL昇格を賭けて戦う大会

地域リーグへの昇格を決定する大会
徳島県リーグで優勝、もしくは準優勝の成績で昇格権を獲得

JFL
［18チーム］

地域リーグ［９地域］
北海道／東北／関東／北信越／東海／

関西／中国／四国／九州

都道府県リーグ［47都道府県］

J1
［18チーム］

J2
［22チーム］

J3
［18チーム］

四国サッカーリーグに所属するFC徳島は本年よりクラブ拠点を吉
野川市に移転しました。
アマチュア最高峰のリーグである JFL 昇格に向け 4月 3日（日）、
ヨコタ上桜スポーツグラウンドで開催されたリーグ開幕戦で見事勝
利を収めました。
（FC徳島７－１レベニロッソNC）

J3入
会条件

FC徳島が
所属するカテゴリー

吉野川市から

ＪＦＬへ！

△ 2022 年 FC徳島新体制発表会
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●予　約　先　吉野川市新型コロナワクチン接種コールセンター
　　　　　　　☎088-679-6653
　　　　　　　受付時間：午前８時30分～午後7時（土日祝を除く）
●問い合わせ　健康推進課　新型コロナワクチン担当
　　　　　　　☎36-1177　℻22-2260

12～17歳の方の新型コロナワクチンの
追加接種（３回目）について

《 追加接種対象者 》
　２回目接種完了から６カ月以上経過している接種日時点で
12 歳以上の方
※基礎疾患がある方などの「重症化リスクが高い方」は特に接種をおすすめしてい

ます。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

《 接種場所について 》
　個別医療機関（個別通知にて確認してください。）

《 個別通知（接種券含む）の発送について 》
　２回目接種完了から６カ月以上経過している方に順次発送します。

《 接種を受ける際の同意 》
　予防接種法に基づき、妊婦を除く 18 歳以上の方には、ワクチン接種を受けるよう努める「努
力義務」があります。しかし、強制するものではなく、接種しなくても罰則はありません。ワ
クチン接種による感染症予防、重症化予防の効果と副反応のリスクを理解したうえで、自らの
意思で接種を受けていただくことになります。

《 12 ～ 17 歳の方に使用するワクチン 》
　ファイザー社製コミナティ筋注　※ 18 歳以上の３回目接種と同様のワクチン

　厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」
の一部改正を行い、ファイザー社ワクチンを使用した、12 歳から 17 歳までの方の
追加接種（３回目）が認められました。
　これを踏まえ、市では 12 歳から 17 歳までの方の新型コロナワクチン３回目追加
接種を４月より開始しています。

※重症化リスクが高い具体的な基礎疾
患については、厚生労働省「新型コ
ロナワクチン Q&A」をご覧ください。

《 予約方法について 》
◎予約は、コールセンター（① WEB 予約 ②電話）で受け付けます。予約の際は、

お手元に 10 桁の「接種券番号」がわかるもの（予防接種済証など）を準備
してください。

吉野川市 WEB
予約システム
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級
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長
級

部
長
級

課
長
級

部
長
級

課
長
級

市
職
員
人
事
異
動

退
職（
３
月
31
日
付
）

課
長
級
以
上

４
月
１
日
付

（　
）内
旧
任

毎
週
木
曜
日
に
５
教
科
の
学
習
と
、

月
１
回
の
人
権
学
習
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
令
和
３
年
度
の
人
権
学
習

で
は
、「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
「
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
」
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
視
聴
し

て
意
見
交
換
を
行
い
、「
詳
し
く
知

る
こ
と
が
で
き
、
今
後
も
理
解
を
深

め
る
学
び
を
続
け
た
い
」
と
の
意
見

を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

●
コ
ロ
ナ
禍
で
の
取
り
組
み

　
人
権
学
習
会
の
子
ど
も
た
ち
と
講

座
生
の
密
を
避
け
た
交
流
を
目
的
と

し
て
、「
人
権
七
夕
ま
つ
り
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
サ
サ
に
み
ん
な
の
願
い

事
を
書
い
た
短
冊
や
、
子
ど
も
た
ち

が
作
っ
た
サ
サ
飾
り
を
飾
り
付
け
、

サ
サ
を
通
し
て
互
い
の
願
い
や
思
い

を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
瀬
詰
教
育
集
会
所
で
は
、
地
域
の

方
々
や
子
ど
も
た
ち
が
共
に
学
び
、

交
流
で
き
る
場
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
今
後
と
も
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

人
権
課　
☎
22-

２
２
２
９

℻
22-

２
２
６
０

瀬
詰
教
育
集
会
所　
☎
42-

７
１
９
０

℻
42-

７
１
９
０

　
人
権
教
育
お
よ
び
人
権
啓
発
の
場

と
し
て
、
地
域
の
方
々
に
向
け
た
講

座
や
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
人
権

学
習
会
を
行
い
、
共
に
人
権
問
題
の

解
決
に
向
け
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

●
各
種
講
座

　
ヨ
ガ
・
書
道
・
生
花
・
手
芸
講
座

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る

方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
年
１
回
、
講
座
生
を
対
象

に
、
講
師
を
招
い
て
人
権
講
座
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

●
人
権
学
習
会

【
山
瀬
小
学
校
人
権
学
習
会
】

　
毎
週
月
・
水
曜
日
に
瀬
詰
教
育
集

会
所
で
、
山
瀬
小
学
校
の
児
童
が
教

科
学
習
と
人
権
学
習
に
励
ん
で
い
ま

す
。

　
小
学
校
で
の
人
権
学
習
で
は
、
時

間
割
に
「
人
権
タ
イ
ム
」
を
設
け
、

「
仲
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
自
分

を
大
切
に
す
る
こ
と
」
を
学
ん
で
い

ま
す
。
そ
の
時
間
を
重
ね
る
こ
と
で
、

互
い
に
思
い
や
る
言
葉
が
け
が
で
き

た
り
、
異
学
年
で
楽
し
く
遊
ぶ
た
め

に
互
い
の
意
見
を
聞
い
た
り
と
、
お

互
い
を
大
切
に
で
き
る
力
が
身
に
つ

い
て
き
て
い
ま
す
。

【
山
川
中
学
校
人
権
学
習
会
】

　

山
川
中
学
校
の
生
徒
が
参
加
し
、

瀬
詰
教
育
集
会
所
の
活
動

人
権
と
ぴ
っ
く
す
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地
域
福
祉
の
現
場
を
支
え
て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
皆
さ
ん

の
身
近
な
相
談
相
手
で
す
。「
誰
に
相
談
す
れ
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
子

育
て
に
不
安
が
あ
る
」
な
ど
の
悩
み
事
、
生
活
の
悩
み
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
な
ど
、
同
じ
地
域
の
一
員
と
し
て
相
談
に
応
じ
、
関
係
機
関
へ
の

パ
イ
プ
役
に
な
る
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受

け
、
地
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

福
祉
活
動
を
行
う
非
常
勤
の
公
務

員
で
す
。

　
民
生
委
員
は
、
児
童
福
祉
法
に

よ
り
児
童
委
員
を
兼
ね
、
援
助
を

必
要
と
す
る
方
の
福
祉
全
般
に
関

す
る
悩
み
や
問
題
な
ど
の
相
談
に

応
じ
、
行
政
や
関
係
機
関
へ
の
パ

イ
プ
役
を
務
め
、
問
題
解
決
の
手

助
け
を
し
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
中
に

は
、個
別
の
担
当
区
域
を
持
た
ず
、

子
ど
も
や
子
育
て
の
相
談
・
援
助

を
専
門
的
に
担
当
す
る
主
任
児
童

委
員
も
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け
る
ほ
か
、

地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
社

会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す
る
福
祉

事
業
に
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
福

祉
の
推
進
活
動
に
お
い
て
も
活
躍

し
、
知
識
や
技
術
習
得
の
た
め
の

調
査
研
修
や
委
員
相
互
の
協
調
な

ど
を
目
的
と
し
て
協
議
会
を
設
置

し
て
い
ま
す
。

⃝

高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
で
生
活

に
不
安
が
あ
る

⃝

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
や
窓
口

が
分
か
ら
な
い

　
人
柄
が
よ
く
、
物
事
に
正
し
い

判
断
を
下
す
力
の
あ
る
方
で
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
に
富
み
、
社
会

福
祉
の
仕
事
に
理
解
と
熱
意
が
あ

る
方
で
す
。
特
別
な
資
格
な
ど
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
市
で
は
民
生
委
員
・
児
童
委

員
１
１
６
人
、
う
ち
主
任
児
童
委

員
９
人
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
任
期
は
３
年
で
、
現
委
員
の
任

期
は
令
和
4
年
11
月
末
ま
で
と
な

り
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
報
酬

を
受
け
て
い
る
の
で
す
か
？

　

無
報
酬
で
活
動
し
て
い
ま
す

（
活
動
に
必
要
な
交
通
費
な
ど
は

支
給
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　
訪
問
に
来
て
く
れ
た
人
が
民
生

委
員
・
児
童
委
員
だ
と
確
認
で
き

る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
全
員
、

写
真
付
の
身
分
証
明
書
を
持
っ
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

　
毎
年
、
５
月
12
日
の
「
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
日
」
か
ら
一
週

間
を
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

日　
活
動
強
化
週
間
」
と
定
め
て

い
ま
す
。

　
民
生
委
員
制
度
は
前
身
の
済
世

顧
問
制
度
が
大
正
６
年
５
月
12
日

に
発
足
し
、こ
の
創
設
の
日
を
「
民

生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
と
定

め
、
全
国
一
斉
に
民
生
委
員
が
社

会
福
祉
の
増
進
に
取
り
組
む
決
意

を
新
た
に
す
る
日
と
し
て
い
ま
す
。

　
５
月
５
日
「
こ
ど
も
の
日
」
か

ら
一
週
間
は
、
児
童
福
祉
の
理
念

の
普
及
、
啓
発
の
た
め
「
児
童
福

祉
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
何
か
困
り
ご
と
が
あ
れ
ば
、
地

域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
課　
地
域
福
祉
係

☎
22-

２
２
６
１

℻
22-

２
２
６
０

吉
野
川
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
22-

２
７
４
０

℻
22-

２
７
４
3

⃝

病
気
や
け
が
で
生
活
に
困
っ
て

い
る

⃝

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
の
で
、

災
害
時
の
避
難
に
対
し
て
不
安

⃝

育
児
や
子
ど
も
の
し
つ
け
で
悩

ん
で
い
る

⃝

近
所
で
児
童
虐
待
・
高
齢
者
虐

待
ら
し
い
様
子
を
目
撃
し
た

　

守
秘
義
務
に
の
っ
と
っ
て
相
談

内
容
の
秘
密
は
固
く
守
り
、
個
人

情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に

配
慮
し
た
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は
ど

う
い
う
方
た
ち
で
す
か
？

　

社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
、

常
に
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談

に
応
じ
、
必
要
な
援
助
を
行
い
、

福
祉
事
務
所
等
関
係
行
政
機
関
の

業
務
に
協
力
す
る
な
ど
し
て
、
社

会
福
祉
の
増
進
に
努
め
る
方
々
で

す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
ど
ん

な
人
が
な
る
の
で
す
か
？

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

こ
ん
な
と
き
に
相
談
を
！

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

Ｑ
１

Ｑ
3

Ｑ
2

Ｑ
4

Ａ
１

Ａ
3

Ａ
2

Ａ
4

ご
存
じ
で
す
か
！

民
生
委
員
・
児
童
委
員

民
生
委
員
・
児
童
委
員

Ｑ
＆
Ａ

臨
時
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
早
急
に
確
認
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
課

☎
22-

２
２
６
１
・
℻
22-

２
２
６
０
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●問い合わせ　商工観光課　☎22-2226　℻22-2237

●問い合わせ　生活あんしん課　☎22-2269　℻22-2245

はばたけ!! 若者応援プロジェクト事業補助金
応募団体（個人）の募集について

市民提案型まちづくり推進事業の提案事業を募集します!

　流行に敏感で豊かな発想を持つ、若者を中心として構成される団体や若者個人が提案する事業やイベン
トを募集します。採択された団体（個人）には、市でガバメントクラウドファンディング※を実施し、集まっ
た寄附金を翌年度に補助金として交付します。

　※ ガバメントクラウドファンディング
　　ふるさと納税制度を活用し、目標金額や募集期間等を定め、
　　特定の事業に対する寄附金を募る手法をいう。

●応募期限　令和４年６月 10日（金）
●応募資格や提出書類など詳細は市ホームページをご確認ください。

吉野川市のよりよい未来につながる市民の皆さんの活動に補助金を交付します!
　この事業は、世代を越え、将来にわたって安心して暮らせる吉野川市を市民協働により実現する
ため、市民団体等が主体的に取り組む活動に対して、その経費について補助するものです。
　市民の皆さんの柔軟な発想で、さまざまな地域課題解決のためのプロジェクトや事業の提案をお
待ちしています。

対象となる市民団体

申請期限 ７月 29日（金）

次の全てに該当する団体が対象となります。
◦市内に所在する団体（政治団体または宗教団体

は除く。任意団体は含む。）
◦５人以上で構成される団体
◦構成員の半数以上が吉野川市内に居住、通勤、

または通学する者で構成される団体
◦提案事業を主体的に実施する団体

対象となる事業等
　吉野川市が将来にわたって住みやすく、世代を
越え、よりよいまちとなるため主体的に取り組む
公益的な事業
【補助条件】
◦市民協働による活動であること
◦一過性の事業ではなく、少なくとも３年は継続

して実施できる事業であること

補助金額
　補助対象経費の３分の２を補助します。ただし
50 万円を上限とします。
※ 100 円未満は切り捨て
【補助対象経費】	 事業の開始に必要な直接的経費

申請等について
　申請書を提出後、8 月ごろに有識者からなる審
査委員会で提案事業の審査を行った後、交付決定
を行います。申請前に書類の書き方などの事前相
談に応じますので早めにご相談ください。
※申請書類は生活あんしん課（本館１階）で配付
　しています。
※市ホームページからもダウンロードできます。
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●問い合わせ　子育て支援課　☎22-2266　℻22-2245

児童手当の制度が令和４年６月から一部変更となります
１　現況届の提出が、原則不要となります！

令和４年６月から受給者の現況を公簿などで確認できる場合は、現況届の提出は不要となります。ただ
し、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。案内が届いた方は６月中に提出してください。
①  支給要件児童または配偶者の住民票が吉野川市にない方
②  離婚協議中で配偶者と別居されている方
③  施設等の受給者の方（里親の方など） 
④  配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が吉野川市と異なる方
⑤  吉野川市外から転入された方（吉野川市で所得状況等確認できない方）
⑥  その他、吉野川市から提出の案内があった方

●以下の変更事項があった方は子育て支援課に届け出てください。
◦新たに児童が生まれたとき
◦受給者または児童が死亡したとき
◦公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
◦受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき（転居・転出）
◦児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき（離婚含む）
◦受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
◦一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなっ
　たとき
◦受給者の加入する年金が変わったとき（３歳未満の児童がいる場合）
◦離婚協議中の受給者が離婚したとき
◦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

２　特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます！
　児童を養育している方の所得が別表の①所得制限限度額以上の場合、特例給付（児童１人あたり月額
５千円）を支給しています。
　しかし、令和４年６月分（令和４年 10 月支払分）から、別表の②所得上限限度額以上の場合、児童
手当などが支給されなくなります。

※今後、児童手当などが支給されなくなったあとに、所得が下記表の②（所得上限限度額）を下回っ
た場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

　　〇児童を養育している方の所得が、別表の
　　　◦①（所得制限限度額）未満の場合　　　　　　　　　　　　　　⇒児童手当を支給。
　　　◦①（所得制限限度額）以上　②（所得上限限度額）未満の場合　⇒特例給付を支給。
　　　◦②（所得上限限度額）以上の場合　　　　　　　　　　　　　　⇒支給なし。
　別表

①  所得制限限度額 ②  所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額（万円） 収入額の目安（万円） 所得額（万円） 収入額の目安（万円）

０人 622 833.3 858 1071
１人 660 875.6 896 1124
２人 698 917.8 934 1162
３人 736 960 972 1200
４人 774 1002 1010 1238
５人 812 1040 1048 1276

児童手当・特例給付の支給月額・支給月（６月・10 月・２月）は変更ありません。
令和４年６月支給分はこれまでどおりの支給となりますが、令和４年 10 月支給分から「所得
上限限度額」が設けられ、特例給付の支給がされない方が発生します。
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●問い合わせ　
　『自動交付機･住民票の写し・戸籍・戸籍の附票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード』
	 市民課　　　☎22-2210　℻22-2245
　『所得課税証明書』	 税務課　　　☎22-2215　℻22-2247
　『マイナポイント』	 商工観光課　☎22-2226　℻22-2237

「消費者ひろば」は、徳島県金融広報委員会の助成金を利用して作成しています。

【
詐
欺
メ
ー
ル
な
ど
で
被
害
に
あ
わ

な
い
た
め
の
日
頃
の
備
え
】

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
詐

欺
メ
ー
ル
な
ど
で
被
害
に
あ
わ
な
い

た
め
の
日
頃
の
備
え
と
し
て
次
の
よ

う
な
対
策
を
取
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

＊
携
帯
電
話
会
社
や
多
く
の
プ
ロ
バ

イ
ダ
が
無
料
で
提
供
し
て
い
る
迷
惑

メ
ー
ル
フ
ィ
ル
タ
ー
を
利
用
し
て
迷

惑
・
詐
欺
メ
ー
ル
を
受
信
し
な
い
で

済
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

＊
詐
欺
メ
ー
ル
の
リ
ン
ク
を
う
っ
か

り
タ
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
も
、

詐
欺
サ
イ
ト
な
ど
へ
の
ア
ク
セ
ス
や

不
正
ソ
フ
ト
（
ア
プ
リ
）
の
イ
ン
ス

ト
ー
ル
リ
ス
ク
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ソ
フ
ト
（
ア
プ

リ
）
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

＊
Ｏ
Ｓ
や
ソ
フ
ト
（
ア
プ
リ
）
の
脆

弱
性
を
悪
用
し
て
悪
意
の
あ
る
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
を
送
り
込
も
う
と
す
る

メ
ー
ル
に
備
え
、
常
に
Ｏ
Ｓ
を
最
新

の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
保
ち
脆ぜ

い
じ
ゃ
く
せ
い

弱
性
を
塞

い
で
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
生
活
あ
ん
し
ん
課
内
）

	

☎
36-

１
８
４
０

℻
22-

２
２
４
５

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン	

☎
１
８
８

消
費
者
ひ
ろ
ば

マイナンバーカードでコンビニ交付を利用しませんか
　マイナンバーカードをお持ちの場合は、全国のコンビニエンスストアなどに設置しているマルチコピー
機で、住民票の写しなど各種証明書を取得できます。

【利用に必要なもの】
・有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書の暗証番号（４桁）
　※印鑑登録証ではコンビニ交付を利用できません。

【取得できる証明書】

【交付手数料】　１通につき 350 円
　※コンビニ交付手数料は、いずれも市役所の窓口で取得するより 100 円安くなります。

【利用できる時間】　午前６時 30 分から午後 11 時まで
　※年末年始（12 月 29 日～１月３日）およびメンテナンス時を除く。

【利用できるコンビニエンスストア】
　全国のセブン - イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンなどのうちマルチコピー
機が設置されている店舗

【利用できない方】
　・15 歳未満の方、成年被後見人の方　　・ ＤＶ や児童虐待などによる支援措置を申し出している方

※取得できる証明書は、最新の証明書のみです。
住民票の写しにマイナンバー（個人番号）と
住民票コードは記載されません。

証明書の種類
●住民票の写し（本人、世帯全員、世帯の一部）
●印鑑登録証明書（印鑑登録をしている方で本人のみ）
●所得課税証明書（本人のみ）
●戸籍全部（個人）事項証明書（本人、同一戸籍の人）
●戸籍の附票の写し（本人、同一戸籍の人）

＜マイナンバーカードをお持ちでない方へ＞
　令和４年１月１日に開始したマイナポイント第２弾の申込の対象となるマイナンバーカードの申請期
限は令和４年９月末です。市民課では、市民の皆さんのマイナンバーカードの取得を支援するため、マ
イナンバーカード申請サポート（無料写真撮影、オンライン申請サポート）を実施しています。コンビ
ニ交付の利用を希望する方は、マイナポイント第２弾が受けられるこの機会にぜひマイナンバーカード
の取得を検討してください。
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●問い合わせ　徳島県保健福祉部医療政策課
☎088-621-2186　℻088-621-2898

　　　　　　　防災対策課　　	☎22-2235　℻22-2248

防
災
行
政
無
線
か
ら
の
放
送
内
容
を
聞
き
逃
し
た
場
合
、

電
話
に
よ
り
放
送
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
電
話
音
声
案
内
サ
ー
ビ
ス　
　
　
　
☎
22-

２
２
８
０

● ● ●  市税等納期のお知らせ  ● ● ●
　令和４年度吉野川市税等の納期は次のとおりです。納期内の納付をお願いします。

１．納期限が休日その他政令で定める日のときは、翌日が納期限となります。
２．市税等の第１期の納期に１年分の「各期用納付書」をまとめてお送りします（国民健康保険税は、市

税の賦課情報などを反映させるため、７月上旬から中旬にかけての発送となります）。
　◦各納期ごとに納付する方は、１年分の各期用納付書を大切に保管の上、金融機関窓口・コンビニエン

スストア・市役所会計課および各支所（川島・山川・美郷）で納めてください。
　◦平成 28 年度から、固定資産税および市・県民税の全期用納付書はなくなりました。
　　年額を一括に納付する方は、各期用の納付書をご利用ください。
　◦口座振替を利用して納税する方は、指定の口座から納期の末日に振り替えられます。
　　なお、全期で登録している方は第１期の振替日に年額を一括して振り替えます。
　◦スマートフォン決済アプリ（PayPay・LINE Pay 請求書払い）を利用して納税する場合は領収書、

および軽自動車継続検査用の納税証明書が発行されませんので、必要な方は各納付窓口で納付してく
ださい。

※国民健康保険税が国保世帯主の年金から天引き（特別徴収）される部分および市・県民税が給与・年金
から天引き（特別徴収）される部分は除きます。

　急な病気やケガの際、すぐに医療機関を受診したほうがよいのかなど、判断に迷ったときに、相談員（看
護師等）へ相談ができるものです。

相 談 時 間 月曜日から土曜日・・・午後６時から翌朝８時まで
日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日から１月３日）・・・24 時間対応

相談電話番号 プッシュ回線の固定電話・携帯電話からは、（局番なしの）♯ 7119
♯ 7119 を利用できない場合には、☎ 088－ 622－ 6530

納　　期 軽自動車税（種別割） 固定資産税 市・県民税 国民健康保険税

  ５月
  １日～ 31 日 全期
18 日～ 31 日 １期

  ６月 17 日～ 30 日 １期
  ７月   １日～ 31 日 ２期 １期
  ８月   １日～ 31 日 ２期
  ９月   １日～ 30 日 ２期 ３期
10 月   １日～ 31 日 ４期
11 月   １日～ 30 日 ３期 ５期
12 月   １日～ 25 日 ３期
  １月   １日～ 31 日 ６期

●問い合わせ　『軽自動車税（種別割）／固定資産税／市・県民税』
　　　　　　　　税務課　　　　☎22-2215　℻22-2247
　　　　　　　『国民健康保険税』　　　　　　	　　　　　　
　　　　　　　　国保年金課　　☎22-2213　℻22-2243

急な病気やケガの際に　徳島救急医療電話相談（♯ 7119）
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吉野川市第２次人権施策推進計画が
スタートしました
「人権の花咲くまち　吉野川」基本理念

（１）人権を尊重する意識の普及と高揚
　人権が尊重される社会を築くため、市民一人一人が自らの課題として捉え、身近な場所や日常生活に存在する人
権問題に気づくことのできる人権感覚を身につけるとともに、多様な価値観を受け入れられる考え方を広く普及し、
それに応じた行動を起こしていけるよう人権意識の高揚に取り組みます。あわせて、日本国憲法、人権教育および
人権啓発の推進に関する法律および個別人権課題の解決に向けた法律や条例などについても周知していきます。

（２）全ての人がいきいきと暮らすことのできる社会の実現
　誰もが自分らしく充実した生活を送るためには、それぞれの個性や能力が尊重され、一人一人が主体的に自らの
生き方を選択することが重要です。市民一人一人が自他の人権を尊重し合い、全ての人が大切にされる社会の構築
をめざし、官民一体となったまちづくりの推進を図ります。

（３）人権尊重を基盤に据えた行政の推進
　全ての人が市民的権利と自由を保障されるためには、様々な社会基盤や諸制度が整備されていなければなりませ
ん。これらは行政の基本的業務として日常的に行われるものであり、つまりは行政全ての業務が人権と密接につな
がっていることになります。こうした意味において、市職員は、あらゆる施策に人権を尊重し擁護するという視点
を持つと同時に、職員一人一人が人権行政の担い手としての自覚を持つことが重要です。市民一人一人の基本的人
権を尊重し、包容力ある持続可能な社会づくりに向けて、「誰一人取り残さない」という SDGs の理念を踏まえ、
本市の全ての施策に「人権尊重」を基盤に据えた取り組みを推進していきます。

　今後も、それぞれの個別人権課題などの現状などについて順次掲載していきます。
　なお、第２次計画をコンパクトにまとめた概要版を作成していますので、希望の方は人権課までご連絡ください。

第２次計画の基本方針

●問い合わせ　人権課　☎22-2229　℻22-2260

　　　　　部落差別のない社会を実現することを目的とした、次の法律名を答えてください。

●正解者の中から抽選で５名の方に、記念品を進呈します。
　・応募方法：はがき、メール、ファックスのいずれかに、郵便番号、住所、氏名、電話番号とクイズの答えを記

入の上、人権課までお送りください。
　・応 募 先：〒 776-8611　吉野川市人権課あて　・締切日：６月 30 日（木）（消印有効）
　　　　　　　E-mail：jinken@yoshinogawa.i-tokushima.jp

第１回 人権の花咲くまちクイズ

問 題

（目的）
第一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が
生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許され
ないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念
を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部
落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
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　2022 年（令和４年）４月１日から吉野川市パートナーシップ宣誓制度に加え、「吉野川市ファミリーシッ
プ宣誓制度」の運用を開始しています。

　この制度は、法律上の効果（婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除など）が生じるものではありませ
んが、２人の関係を市が証明することで、多様性を認め合い、誰もが個人として尊重される社会の実現に向
けて導入するものです。
　宣誓者は「市営住宅の申し込み」や、婚姻制度と同様に「金婚ダイヤモンド婚記念式典
の対象」となります。詳しくは市ホームページに掲載している「吉野川市パートナーシッ
プ・ファミリーシップ宣誓者が利用できる行政サービス一覧」をご覧いただくか、人権課

（本館２階）まで問い合わせください。

●問い合わせ　国保年金課　☎22-2213　℻22-2243

●問い合わせ　人権課　☎22-2229　℻22-2260
Ｅ-mail：jinken@yoshinogawa.i-tokushima.jp

吉野川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました！

国民健康保険の適正な適用にご協力ください

パートナーシップ宣誓制度とは・・・
一方または双方が性的マイノリティである２人が、互い
を人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力
すると約束したことを、本市が公に
証明するものです。

ファミリーシップ宣誓制度とは・・・
市が証明するパートナーシップ関係にある２人の一方ま
たは双方と生計を同一にする未成年の子（実子もしくは
養子）がいる場合、その子どもを愛情をもって養育し、
家族として生活を共にすると約束したことを、本市が公
に証明するものです。

◆国民健康保険の資格（加入・脱退）に関する届出をお願いします
○国民健康保険への加入（資格取得）の届出が必要な場合

　国民健康保険は、74 歳までの人で社会保険（健康保険、船員・共済保険を含む）の被保険者およびそ
の被扶養者を除く、全ての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入ができなくなった場
合、国保に加入する必要があります。加入の届出が遅れても、社会保険の資格喪失日まで遡って国民健康
保険税が課税されることになりますので、早めに手続きをしましょう。

届出時に必要なもの
• 社会保険の資格が無くなった証明書（資格喪失証明書など）
• 届出人の本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）
• 委任状（住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合）

○国民健康保険の脱退（資格喪失）の届出が必要な場合
　就職などにより社会保険に加入し社会保険証をお持ちの方は、国保の資格喪失届が必要です。届出をし
ないと、国民健康保険税が課税されたままで社会保険料と両方を納める状態になってしまいますので、忘
れずに手続きをしましょう。

届出時に必要なもの
• 新しい保険証（脱退するすべての方の分）　• 届出人の本人確認書類（マイナンバーカード、免許証など）
• 委任状（住民票上同一世帯以外の人が手続きをする場合）

◆社会保険の被扶養者になれる場合があります
　同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがありますので扶養認定がで
きるかどうか、お勤め先にご相談ください。

◆申告を忘れずに
　国民健康保険に加入している方は、所得申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減を受
けられなかったり、医療費の限度額等適用申請時の判定ができない場合があります。
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　吉野川市の図書館蔵書検索ページから、オンラ
インで本の貸出予約ができます。
オンライン予約を利用できる方
中学生以上かつ個人利用をする方
利用の登録方法
各市立図書館窓口で登録の申請をしてください。
※利用者カードが未登録の方は、登録のため本人

確認書類等が必要となります。

図書オンライン予約を開始しました

情 報 ひ ろ ば

総務課　
☎ 22-2231　℻ 22-2244

問い合わせ

鴨島図書館　鴨島町鴨島252-1
（日本フネン市民プラザ3階）
☎ 22-2004　℻ 22-2014
川島図書館　川島町桒村883-1　
☎ 25-3141　℻ 25-5382
山川図書館　山川町北島19-7　 
☎ 42-5222　℻ 26-4101
生涯学習課
☎ 22-2271　℻ 22-2270

問い合わせ

防災対策課
☎ 22-2235　℻ 22-2248

問い合わせ

　今年度、「全国一斉情報伝達訓練」を４回、「緊
急地震速報訓練」を２回実施します。
全国一斉情報伝達訓練　
①５月 18 日㈬　午前 11 時ごろ
②８月 10 日㈬　午前 11 時ごろ
③ 11 月 16 日㈬　午前 11 時ごろ
④令和５年２月 15 日㈬　午前 11 時ごろ
緊急地震速報訓練
①６月 15 日㈬　午前 10 時ごろ
② 11 月２日㈬　午前 10 時ごろ

　Ｊアラートとは、地震や武力攻撃など緊急性の
高い情報を、防災行政無線や防災・情報メールな
どを通じて皆さんにお知らせするシステムです。

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一
斉情報伝達訓練、緊急地震速報訓練を実施

　市民や事業所の皆さんの負担軽減や利便性の向
上を図るため、申請書などの書類への押印を廃止
する取り組みを進めています。
　既に押印を廃止している約 470 件の手続きに
加え、令和４年４月１日より新たに約 1,320 件
の手続きにおいて、押印が不要となりました。
　押印を廃止した手続きの一覧は、市ホームペー
ジに掲載しています。
　押印の廃止に伴い、本人確認書類の提示・提出
などが必要となる場合がありますので、各手続き
の担当課にご確認ください。
　押印を存続することとした手続きについて
も、継続的に見直しを進めていき
ます。

行政手続きの押印を廃止する
取り組みを進めています

市長公室
☎ 22-2203　℻ 22-2244

問い合わせ

　本市では、市民生活に広く影響を与える基本計
画や基本方針などをつくる場合に、広く市民の皆
さんにその素案を提示し、寄せられた意見を計画
案などに反映させる「パブリックコメント」制度
を採用しています。
　令和４年度は、以下の案件について意見を募集
する予定です。

令和４年度吉野川市
パブリックコメントの募集予定
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オンライン予約の詳細
二次元コード

蔵書検索ページ
（スマホ用）
二次元コード

案件名 募集予定期間
立地適正化計画 ５月～６月
第３期地域福祉計画 １２月～令和５年１月
都市計画マスタープラン １２月～令和５年１月
公共下水道事業計画 令和５年１月～２月
特定環境保全公共下水道
事業計画 令和５年１月～２月

二次元コード
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　人権擁護委員は、地域に根ざした人権啓発活動
を積極的に推進するとともに、地域の皆さんの人
権問題などの相談相手として活動しています。
　本市では、人権擁護委員の日にあわせ、特設相
談所を開設します。
　人権問題に限らず、あらゆる悩みごとの相談に
応じます。ひとりで悩まず気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は堅く守られます。
人権相談所
と　き　６月１日㈬　午後１時 30 分～４時
ところ　①西麻植会館２階会議室
　　　　②山川地域総合センター２階204会議室
　　　　③美郷支所　会議室

　LGBTQ（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・
トランスジェンダー・クエスチョニング）に関す
る電話相談を行います。
　日常生活で困っていること、学校や職場、就職
活動での悩み、周辺へのカミングアウト（告白）
や協力してほしいことなどに真剣に耳を傾け、一
緒に考えていきます。
　専門の相談員が対応しますので気軽にご相談く
ださい。
と　き　５月 21 日㈯、６月 18 日㈯
　　　　午後４時～７時
相談員　SAG 徳島（セクシュアルマイノリティ

の支援グループ）
電話相談番号
☎ 080 ｰ 3164 ｰ 2230
※相談日以外は繋がりませんのでご注意ください。
※相談無料、秘密厳守。

６月１日は「人権擁護委員の日」LGBTQ 電話相談のご案内
☆毎月第３土曜日

人権課
☎ 22-2229　℻ 22-2260

問い合わせ

人権課
☎ 22-2229　℻ 22-2260

問い合わせ
『ふるさと対話集会』に参加してみませんか

生ごみの減量方法

〒776－8611 吉野川市鴨島町鴨島115-1
市長公室
☎ 22-2203　℻ 22-2244

問い合わせ
申し込み環境企画課

☎ 22-2230　℻ 22-2247
問い合わせ

　市長が市民と直接対話し、「市民の声」｢市にゆ
かりのある方の意見｣ を市政に反映していくこと
を目的として、『ふるさと対話集会』を実施します。
団体や知り合い同士のグループでの参加をお待ち
しています。
と　　き　７月以降（後日、日程調整し開催します）
テ ー マ　市民協働によるまちづくり ｢地域の活
性化｣ について
　話し合いたい意見や伝えたい思いをお寄せくだ
さい。吉野川市のこれからのまちづくりについて
活動を深めたいことでも OK です（※要望を聞
く場ではありません）。
対 象 者　・市内に在住している方
　　　　　・市内に在勤、在学している方
募集人数　１グループ５人～ 10 人程度
申込期限　６月 10 日㈮
申込方法　参加申込書に必要事項を記入し、市長
公室（本館３階）へ提出してください（郵送可）。
参加申込書などは市長公室および各支所（川島・
山川・美郷）に備え付けています。市ホームペー
ジでもダウンロードできます。

　さまざまな生ごみの減量方法があります。自分
に適した方法で挑戦してみてください。

天日干し
費用のかからない減量法。晴天時で
あれば１日干すだけで重量が半分に
なる。

コンポスター
土に埋め込んで設置するため、庭や
畑がある方向け。
※購入補助金あり。

電気式生ごみ
処理機

基本的には生ごみを入れるだけなの
で手軽にできる。室内で、労力をか
けずに生ごみを減量したい方向け。
※購入補助金あり。

段ボール
コンポスト

段ボール箱の中に基材を入れたも
の。投入された生ごみは微生物によ
り分解される。生ごみを堆肥にした
い方向け。※基材の無料配布あり。

プランター
キエーロ

市販のプランターの中に黒土を入れ
たもの。投入された生ごみは微生物
により分解される。安価な材料で手
軽に取り組むことができる。

災害情報や各種お役立ち情報が受信できる
「吉野川市防災・情報メール」をぜひご活用ください。 登録用

二次元コード13



　秋頃に金婚（50 周年）・ダイヤモンド婚（60
周年）記念式典を実施します。吉野川市民で該
当する方は申し込みください。
該当基準
☆金婚該当者
　昭和 47 年９月１日までに入籍された夫婦
☆ダイヤモンド婚（60 周年）該当者
　昭和 37 年９月１日までに入籍された夫婦
※本籍地が本市以外の方は、戸籍謄本を提出し

てください。
※式典当日に市民でない方、既に表彰を受けた方

は該当しません。また、これまでに該当した方
で、表彰を受けていない方は申し込みください。

申込締め切り　７月 29 日㈮
※期限以降の申し込み、９月２日以降に該当とな

る方は、次回以降の記念式典でお祝いします。
申込方法　長寿いきがい課（本館２階）、または
各支所（川島・山川・美郷）にて申し込みください。

対 象 者　市内在住の 65 歳以上で、介護保険
サービスを利用していない方
※１年以上期間が空いている場合は再度利用申請

ができます。
利用期間　7 月～ 9 月
実施場所　健祥会吉野川リハビリセンター
　　　　　（川島町川島 106-2）
　　　　　☎ 26-3010　FAX26-3011
※見学も歓迎しています。
利 用 料　250 円／ 1 回
利用限度　各コース週 1 回
※申請書は、長寿いきがい課（本館 2 階）、各支

所（川島・山川・美郷）、健祥会吉野川リハビ
リセンターにあります。

申請締切　6 月 10 日㈮
利用コース・運動の内容

【水中運動（入門・向上）コース】
温水プールで歩行を中心とした水中運動

【マシントレーニング（入門・向上）コース】
トレーニング機器などを使用した運動

金婚・ダイヤモンド婚記念式典に
申し込みください

 「パワー・デイ」参加者募集～暑さに
負けない体づくりを始めましょう～

社会福祉課 地域福祉係
☎ 22-2261　℻ 22-2260

問い合わせ
社会福祉課 障がい福祉係
☎ 22-2263　℻ 22-2260

問い合わせ

長寿いきがい課
☎ 22-2264　℻ 22-2260

問い合わせ

令和４年度日本赤十字活動支援費
（日赤社費）募集

　毎年５月に、「赤十字活動支援費の募集運動」
を実施し、各地域の赤十字奉仕団（婦人会等）、
自治会などの協力のもと、各家庭に支援をお願い
しています。
募 集 期 間　５月９日㈪～６月 30 日㈭
地区別内訳 （単位：円）

３年度目標額 ３年度達成額 ４年度目標額
鴨島地区 3,710,000 3,508,400 3,708,000
川島地区 1,171,000 912,400 1,166,000
山川地区 1,552,000 1,594,400 1,554,000
美郷地区 148,000 163,600 146,000
合　計 6,581,000 6,178,800 6,574,000

令和 4 年 3 月 31 日現在

　社費は献血事業や自然災害・紛争などによる被
災者・犠牲者を支援する事業などに活用されてい
ます。前年度のご協力に感謝するとともに、今年
度も皆さんのご支援をよろしくお願いします。

　手話奉仕員養成講座（入門課程）は、手話を初
めて学ぶ方が手話の特徴や表現方法を学び、聴覚
障がい者への理解を深め、手話での簡単なコミュ
ニケーションができることを目指します。手話に
興味のある方はぜひ申し込みください。
と　き　６月 29 日㈬～ 12 月７日㈬
　　　　毎週水曜日午後７時～９時（全 23 回）
ところ　鴨島公民館
対象者　本市に在住または勤務している方
定　員　20 人（先着順）
要　件　①令和５年度に行う基礎課程（全 30 回）

も受講できる方
　　　　②入門課程・基礎課程それぞれ講座の８

割以上参加できる方
受講料　無料（ただしテキスト代は実費）
申込受付期限　６月 10 日㈮まで
※新型コロナウイルス感染防止のため、事業の中

止や延期となる可能性があります。

長寿いきがい課
☎ 22-2264　℻ 22-2260

問い合わせ

手話奉仕員養成講座（入門課程）受講生募集

広報よしのがわに関する問い合わせは市長公室まで
☎22-2203　FAX22-2244 14



対象者　職業相談希望の方
内　容　県内求人情報の提供と職業相

談、職業についての知識や就
職の心構えについて指導

※雇用保険の受け付けは行いません。

【山川】
と　き　６月６日㈪

午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
ところ　八坂会館

【川島】
と　き　７月 13 日㈬

午後１時 30 分～２時 30 分
ところ　こだま会館
※各会館へ事前に予約をお願いします。

●問い合わせ
ハローワーク吉野川
☎24-2166　℻22-0410
●予約先
こだま会館
☎25-2221　℻25-2239
八坂会館
☎42-4345　℻42-7277

巡回職業相談
生活トピックス生活トピックス

と　　き　５月 21 日㈯　午後２時
対戦相手　栃木 SC
会　　場　鳴門・大塚スポーツパーク
　　　　　ポカリスエットスタジアム

●問い合わせ
徳島ヴォルティス株式会社
☎088（672）7339
℻088（672）7262
URL	https://www.vortis.jp/

徳島ヴォルティス
ホームゲームスケジュール

　働くことを希望している 15 歳～
39 歳と 40 歳代の無業者およびそ
の家族を対象に、これからのことを
一緒に考えます。子どもの自立に悩
む家族の相談も実施します。
　相談は無料で、秘密は厳守します
ので、気軽にご相談ください。
※事前に予約が必要です。

と　き
⃝５月 27 日㈮　午後１時～４時
⃝６月 24 日㈮　午後１時～４時
ところ　ハローワーク吉野川１階
　　　　特別相談室

●問い合わせ
あわ地域若者サポートステーション
☎088（637）7553
℻088（696）2510

働くことを希望する若者の
就労・悩み相談

令和４年度徳島県警察採用試験案内
⃝警察官Ａ（男性・女性）
主な受験資格（年齢は令和５年４月
１日現在）　平成４年４月２日（30
歳）以降に生まれた者で、４年制大
学等を卒業した者または令和５年３
月 31 日までに卒業する見込みの者
試験案内申込書配布開始日
　　　　　　　　５月６日㈮
受　付　期　間　５月９日㈪～ 30 日㈪
第１次試験日　７月 10 日㈰
第２次試験日　７月下旬以降
最終合格発表日　８月中旬

⃝警察事務（大学卒業程度）
主な受験資格（年齢は令和５年４月
１日現在）　次の①、②のいずれか
に該当する者。
①昭和 61 年４月２日（36 歳）か
ら平成 13 年４月１日（22 歳）ま
でに生まれた者
②平成 13 年４月２日（21 歳）以
降に生まれた者で４年制大学等を卒
業した者または令和５年３月 31 日
までに卒業する見込みの者
試験案内申込書配布開始日
　　　　　　　　５月６日㈮
受　付　期　間　５月９日㈪～ 27 日㈮
第１次試験日　６月 19 日㈰
第２次試験日　７月上旬以降
最終合格発表日　７月下旬

●問い合わせ
阿波吉野川警察署
☎25-6110　℻25-6133

阿波吉野川警察署だより

⃝ロビー展
「ガラスの輝き　写真展」
５月９日㈪～ 15 日㈰

（最終日は午後４時まで）

★文化協会からのお知らせ
⃝ぶんげい麻植第 17号発刊
　市内小中高校生の作品、市内で活
動している団体の作品を集めまし
た。

●問い合わせ
文化研修センター
☎22-0015　℻22-0016

文化研修センター通信

　シニア世代の再就職や就業に向け
た面接相談を行います。
と　き
⃝６月 16 日㈭
　午前 10 時 30 分～午後３時
　（相談時間は 30 分程度）
ところ　ハローワーク吉野川
対象者　55 歳以上の求職者
参加費　無料
※事前に予約が必要です。

●問い合わせ・予約先
徳島県生涯現役促進地域連携事業
推進協議会　事務局
☎088（676）4421
℻088（665）5551

シニア世代の再就職に関する
総合窓口開催のお知らせ

　除草作業、清掃作業を行います。

	江川湧水源周辺	　
集合場所　江川湧水源「いやしの舎」

（吉野川医療センター西側）
作業日時　６月１日㈬

午前６時 30 分～７時 30 分

	多津美橋～江川・鴨島公園	
　集合場所　多津美橋あずまや
　　　　　（鴨島第一中学校西側）
作業日時　６月１日㈬
　　　　　午前７時～８時

●問い合わせ
NPO法人江川エコフレンド
☎090（2892）6463（瀬尾）

清掃ボランティアのご案内

と　き　５月 22 日㈰
　　　　午前 11 時～午後３時
ところ　JR 鴨島駅前イベント広場
出演者　ベリーダンスゆきこ、ズン

バ フィットヒットサーク
ル、鈴田バンド 　他多数

●連絡先
まちかどコンサート実行委員会
☎24-2400　℻24-3725（鎌田）

第 239回まちかどコンサート

「児童虐待かも？」と思ったら、迷わず児童相談所全国共通ダイヤル『189』へ連絡を！15



●問い合わせ　健康推進課　☎22-2268　℻22-2245

⃝元気づくり体操　～楽しい脳体操～
と　き　５月 26 日㈭　午後１時 30 分～３時
ところ　鴨島老人福祉センター　集会室
講　師　鴨島病院作業療法士　住友 祐介さん
⃝歴史　～摂関政治・平安中期～
と　き　６月８日㈬　午前 10 時～ 11 時 30 分
ところ　鴨島公民館 2 階　視聴覚室
講　師　吉野川市文化財保護審議会　委員　
　　　　井内 衡さん
⃝やさしい経済　～今年の株価の見通し　半導体不足
解消と投資テーマ～
と　き　６月 10 日㈮　午後１時 30 分～２時 45 分
ところ　鴨島公民館２階　視聴覚室
講　師　大和証券㈱支店長　福田 光一さん
⃝知って役立つ
～仕事や家庭に役立つ「整理収納」講座～
と　き　６月 15 日㈬　午後１時 30 分～２時 45 分
ところ　鴨島公民館２階　視聴覚室
講　師　㈱ワンスイン　整理収納アドバイザー
　　　　丸山 としこさん

●問い合わせ
鴨島公民館　☎24-5111　℻24-5113

鴨島公民館だより
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期もし
くは中止となる場合があります。開催日間近に必ず問
い合わせください。

★講座案内（参加費無料・要申込）
各自検温・マスク着用
⃝知って役立つ
～最近の消費者トラブルとその対処法（高齢者向け）～
と　き　５月 18 日㈬　午後１時 30 分～２時 45 分
ところ　鴨島公民館２階　視聴覚室
講　師　消費生活アドバイザー
　　　　消費生活啓発講師　橋本 千栄子さん　
⃝ FPから学ぶ「くらしとお金」
～ゼロからはじめる投資の話～
と　き　５月 21 日㈯　午前 10 時～ 11 時 30 分
ところ　鴨島公民館２階　視聴覚室
講　師　日本 FP 協会徳島支部　安丸 正美さん
⃝そこがもっと知りたい
～災害時における高齢者・要配慮者への対応　災害や
感染症に備えた備蓄～
と　き　５月 23 日㈪　午後１時 30 分～２時 45 分
ところ　鴨島公民館２階　視聴覚室
講　師　とくしまゼロ作戦保健福祉部・保健福祉政策課
　　　　北村 福之さん

生活トピックス生活トピックス

　HPＶ ワクチンは、平成 25 年４月から定期予防接種となったものの、副反応などの報告により、
同年６月以降、積極的な接種の勧奨が差し控えられていましたが、令和４年４月から HPＶ ワクチン
の積極的な勧奨が再開されることが決定しました。４月以降に対象者には予診票を送付します。

〈接種の対象者〉
①平成 18 年度～平成 21 年度生まれの女子
　（中学１年生から高校１年生相当）
②平成９年度～平成 17 年度生まれの女子
　（平成９年４月２日～平成 18 年４月１日生まれの方）
※積極的な接種の勧奨を差し控えられていた間に定期接種の対象で、
　合計３回の接種（任意接種を含む）が済んでいない方

〈注意点〉
◦任意で接種したことがある場合、接種状況の把握が困難なため、既に３回接種している方にも予診

票を送付する場合があります。
◦過去に接種している回数（任意接種を含む）も含め、合計３回の接種が必要です。
◦本人や保護者の希望により、予診票を既に発行している方には送付しません。
◦通知に同封のリーフレットをお読みいただき、接種を希望する場合は、母子健康手帳などで接種歴

を必ず確認のうえ、かかりつけ医と相談しスケジュールを立て接種してください。
◦接種の際は、必ず母子健康手帳を持参してください。

子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）接種のお知らせ

ひとりで悩まずに相談してください。
とくしま自殺予防センター　☎088（602）8911 ℻088（652）2327　9:00～16:00（土・日・祝日・年末年始除く） 16



吉野川市ウォーキングマップを活用してください
　吉野川市ウォーキングマップをご存じですか。コロナ禍において運動の機会が減少する中、誰もが手軽
に始められるウォーキングを身近なところで、安全に楽しみながら続けていただくため、吉野川市食生活
改善推進協議会が「ウォーキングコース」を設定し、ウォーキングマップを作成しています。
　普段訪れない地域のコースを歩くことで、市内の魅力の再発見にもつながり、楽しみながら、継続的に
ウォーキングに取り組むことができます。生活習慣病の予防や健康づくりにぜひ活用ください。

コースについて
　体力にあわせて距離を選べるように、吉野川市内各地にコースがあります。
４回に分けて紹介します。今月は鴨島地区です。

コースの見所

　春には、江川・
鴨島公園一帯に
桜の花が咲き乱

れ、夏は名水江川の凍るよう
な冷たい水に暑さを忘れさせ
られます。

　山のふもとに
は児童公園やテ
ニスコート・ゲー

トボール場、散策の小径には、
コスモスが咲いて
います。

吉野川と
名水めぐり

コース
　四国 88 カ所
第 11 番札所の
藤井寺は５月に

なると弘法大師の手
植えという５色に咲
く藤で有名です。

いやしの
みち
コース

向麻山・

コスモス街道
コース

●問い合わせ　健康推進課　☎22-2268　℻22-2245

＜注意事項＞
・体調に注意し、無理のない範囲でチャレンジしてください。　・私有地には立ち入らないように注意してください。
・時期や天候により路面状況はかわりますので、危険と思われる箇所は避けてください。
・交通ルールを守り、路上駐車や危険な横断はしないでください。

不法投棄は大変な犯罪です! もし不法投棄を見かけたら、ご連絡ください。
阿波吉野川警察署 ☎25-6110　環境企画課 ☎22-2230 ℻22-224717



●問い合わせ　健康推進課　☎22-2268　℻22-2245

特 定 健 康 診 査 対 象 者

生 年 月 日 昭和 22 年 10 月１日～
昭和 23 年３月 31 日生まれの方

昭和 23 年４月１日～
昭和 58 年３月 31 日生まれの方

健 診 方 法 （１）集団健診
（２）医療機関健診

（１）集団健診
（２）医療機関健診
（３）日帰りドック健診

特 定 健 康 診 査
受 診 券 の 有 効 期 限 ９月 30 日（金） 12 月 28 日（水）

特定健康診査受診券 ・受診券は、７月上旬までに個別に郵送します。
・「令和４年度特定健康診査実施機関一覧表」は、受診券に同封します。

吉野川市国民健康保険に加入されている方へ
令和４年度特定健康診査（集団健診･医療機関健診）のお知らせ

（２）医療機関健診 … 実施機関に事前に申し込みください。
《実施期間》　７月１日（金）～ 受診券有効期限内
※令和４年度特定健康診査実施医療機関一覧表を確認ください。（市外でも受診可能です）
　一覧表は、７月上旬に受診券とあわせてお送りします。

受 診 者 負 担 額 1,000 円

（１）集団健診 … 健康推進課（本館１階）に申し込みください。
《申し込み期間》 各健診日の前日まで
《受 付 時 間》 午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日・祝日を除く）
【注 意 事 項】 大雨および暴風警報が発令された場合は中止します。

実　施　日
（受付時間 午前８時 30 分～
　　　　　 午前 10 時 30 分）

実　施　場　所 受診者負担額
（特定健診）

① ７月　２日（土） 吉 野 川 市 役 所  （ 東 館 ）

1,000 円

② ９月　２日（金） ふ る さ と セ ン タ ー（ 美 郷 ）
③ 10 月　１日（土） 吉 野 川 市 役 所  （ 東 館 ）
④ 10 月 26 日（水） 川 島 公 民 館
⑤ 11 月　２日（水） 鴨 島 公 民 館
⑥ 11 月 11 日（金） 山 川 公 民 館
⑦ 12 月 10 日（土） 吉 野 川 市 役 所  （ 東 館 ）

①～⑦の集団健診では、特定健康診査と各種がん検診・腹部超音波検査（別に費用が必要）をあわせて受診することが
できます。
※各種がん検診・腹部超音波検査は、５月下旬に健康推進課が送付する「がん検診等受診券」を確認のうえ、健康推進

課へ申し込み、問い合わせください。
※昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性は、特定健康診査と同時にクーポン券利用で風しん抗体検査

が受けられます。
※７月２日（土）の集団健診を受診予定で、特定健康診査受診券が届いていない方は健康推進課まで連絡してください。

受診要件 … 令和４年４月１日時点で吉野川市国民健康保険に加入しており、健診日においても継続
して加入している方（通院している方も対象です）。
※福祉施設 ･ 医療機関等に入所 ･ 入院している方は、対象となりません。

地震の心得10カ条　第１条　まず我が身の安全を図る 18



●問い合わせ　健康推進課　☎22-2268　℻22-2245

●問い合わせ・申し込み　健康推進課　☎22-2268　℻22-2245

⃝検診の受付時間は、それぞれ異なりますので、申し込みの際に必ず確認してください。
⃝１日に受けられる人数に限りがありますので、定数に達した時点で締め切ります。
　個別検診（医療機関）で受診可能な検（健）診は、個別検診での受診を優先してください。
⃝腹部エコー検査は、他のがん検診も受ける方が優先となります。他のがん検診を一緒に申し込みください。
　腹部エコー検査は、２年に１回の受診となっています。
⃝同一項目の検診を年度内に２回受けることはできません。

７月のがん集団検診のお知らせ

日　　　　程 場　　所 胃 大腸 腹　部
エコー 乳 前立腺 肝炎 ピロリ

（★１）
特定健診 骨 肺

７月 ２ 日 土 午 前 市役所（東館） ● ● ● ● ● ● ● ●
７月 ８ 日 金 午 前 山川公民館 ● ● ● ● ●
７月 11 日 月 午 前 川島公民館 ● ● ● ●
７月 20 日 水 午 前 鴨島公民館 ● ● ● ●

　がん検診等の詳細については、広報よしのがわ４月号、市ホームページまたは『令和４年度がん検診等のお知らせ
（保存版）』をご覧ください。

（★１）がん検診（集団）と同日の特定健診実施日

感染力の強い麻しん（はしか）や風しんは、ワクチンの接種だけが感染を防ぐ唯一の方法です。
対象者には、令和４年３月に個人通知をしていますので、体調の良いときにできるだけ早く接種してください。

　１．対 　 象 　 者　　平成 28 年４月２日 ～ 平成 29 年４月１日生まれのお子さん
　２．接 種 期 限　　令和５年３月 31 日（金）
　３．実施医療機関　　市内の指定医療機関および徳島県予防接種広域化医療機関
　４．接 種 料 金　　無料
　　　※接種期限を過ぎると任意接種となり、自己負担約１万円が必要です。

　風しんの予防接種を受ける機会がなかった方を対象に、風しんに関する追加的対策事業が令和７年３月末
まで延長されました。
● 対象者
　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性で、平成 26 年度以降、風しんまたは麻しん風し
ん混合の抗体検査および予防接種を受けたことがない方
● 受診方法
①職場での定期健康診断や特定健診当日、またはかかりつけ医などにクーポン券と抗体検査受診票（A4）、

本人確認書類（健康保険証や免許証など）を持参して、抗体検査を受ける。
②抗体検査の結果、十分な量の抗体がないと判断された方は、予防接種を受ける。
　◦抗体が８倍未満および８倍 →　クーポン券で予防接種を受けることが可能。
　◦抗体が 16 倍の方 →　低抗体価としてワクチン接種が勧められており、
 　　吉野川市の半額助成対象。（申請が必要）
● クーポン券の使用期限について
　令和元年６月に送付しているクーポン券に「使用期限：令和４年３月 31 日まで」と記載されていますが、
事業が延長されたため、令和５年２月末まで引き続きクーポン券を使用できます。令和５年２月以降に抗体
検査・予防接種を希望する方は、健康推進課に問い合わせください。

※転入された方や、クーポン券を紛失した方は、健康推進課に問い合わせください。

  平成28年度生まれのお子さんの保護者の方へ  

麻しん風しん混合（ＭＲ）第２期の接種対象となりました

成人風しん抗体検査・予防接種の期間が延長されました！

地震の心得10カ条　第２条　すばやく火の始末。あわてず、さわがず、冷静に19
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第
72
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癒ゆ

合ご
う

歯し

●お口の質問について（窓口）●
市長公室　FAX 22－2244　メールアドレス m-koushitsu@yoshinogawa.i-tokushima.jp

お
し
え
て
!!
歯
医
者
さ
ん

胃がんとピロリ菌との関係
　胃がんの発症には、ピロリ菌の感染と胃粘膜の萎縮が強く関連しています。胃
がんになった方の 95％以上はピロリ菌感染者といわれています。除菌をしないま
ま放置すると、10 数年～ 20 年程度で萎縮性胃炎に進行し、胃がんになる危険性
が高まることが分かっています。ピロリ菌の感染の有無を検査し、陽性の場合は、
ピロリ菌の除菌を行うことで胃炎は治り、将来的な胃がんの予防につながります。

20歳～49歳の方へ      ｢ピロリ菌検査｣ を受けてみませんか？

対　象　者 20 歳～ 49 歳の方　※対象年齢内に１回限り
（昭和 48 年４月２日～平成 15 年４月１日生）

検 査 内 容 ヘリコバクター・ピロリ抗体検査（血液検査）
※注：ヘリコバクター・ピロリ抗体検査は、胃がんを発見する検査ではありません。

実 施 方 法
＊集団健診にて
　実施します。

日　程 場　所 受付時間
 ７月 ２日（土） 吉野川市役所（東館）

午前８時 30 分～
10 時 30 分

 ９月 ２日（金） ふるさとセンター（美郷）
 10 月 １日（土） 吉野川市役所（東館）
 10 月 26 日（水） 川島公民館
 11 月 ２日（水） 鴨島公民館
 11 月 11 日（金） 山川公民館
 12 月 10 日（土） 吉野川市役所（東館）
※事前の申し込みが必要ですので、健診日の２週間前までに
　健康推進課（☎22－2268）へ申し込みください。

自己負担金 1,100 円

●問い合わせ・申し込み　健康推進課　☎22-2268　℻22-2245

ヘリコバクター・ピロリ

地震の心得10カ条　第３条　戸を開けて出口を確保 20



で  き  ご  と

・・・ E v e n t・・・

y o s h i n o g a w a c i t y

100歳の誕生日おめでとうございます

「吉野川市国際交流協会」が令和３年度
「とくしまユニバーサルデザインによるまちづくり賞」を受賞

　吉野川市国際交流協会が開催している「日本語教室」
の活動が、ユニバーサルデザインによるまちづくりの
推進に関して顕著な功績であると認められ、「とくしま
ユニバーサルデザインによるまちづくり賞」を受賞し
ました。
　本表彰は、「街づくり（施設の整備）部門」「ものづ
くり（製品の製造）部門」「意識づくり（啓発活動等）
部門」において、ユニバーサルデザインによるまちづ
くりの推進について顕著な功績または功労のあった個
人または団体を表彰するものです。同団体は、「意識づ
くり部門」において、受賞されました。
　３月 11 日に徳島県庁で表彰式が開催され、同団体の
萩森健治会長が表彰状を受け取りました。 △表彰状を手にする萩森会長（左）と酒池由幸徳島県副知事（右）

「ほのぼの工房」が
とくしま集落再生表彰を受賞
　３月 28 日、徳島県庁で令和３年度とくしま集落再生
表彰の表彰式が行われ、本市からは、美郷地区で地域
活性化に取り組む「ほのぼの工房」が受賞しました。
　この表彰は、人口減少が進む徳島県内で、地域資源
を活かした創意工夫ある活動に取り組み、地域の活性
化に顕著な功績のある個人や団体を表彰するものです。
　同団体は美郷地区で農家民宿や菓子工房を立ち上げ、
地域の素材と人材を活かし、地区の活性化に貢献して
いることなどが評価されました。△左から楮山さん、川村さん、楮山さん、後藤さん

　３月８日、檜フミコさんが 100 歳の誕生日を迎えられました。檜さんは、山川町で６
人兄姉の長女として生まれ、23 歳で結婚し、２男１女を授かりました。32 歳の時に夫の
転勤で山口県へ転居し、50 歳で山川町に戻ってきました。和裁や野菜・花を育てること
を趣味とされています。平日はデイサービスで過ごされています。長生きの秘訣は、好き
嫌いなく食べ、人とのふれあいを大切にすることだそうです。
ご家族に見守られながら笑顔で祝状を受け取られました。

　３月 18 日、筒井志摩子さんが 100 歳の誕生日を迎えられました。筒井さんは、鴨島
町内原で２男５女の末っ子として生まれ、23 歳で結婚して夫と神戸で暮らしていましたが、
空襲に遭い帰郷しました。得意だった和裁を活かして着物関係の仕事をしながら家計を助
け、２男１女を育てられました。花が好きな筒井さんは、たくさんの種類の花を育てられ
ています。ひ孫たちの成長を楽しみに過ごされています。長生きの秘訣は、健康に気遣い
大きな病気をしないことだそうです。

 檜
ひのき

フミコさん
（山川町建石）

大正11年３月８日生まれ

筒
つつ

井
い

志
し

摩
ま

子
こ

さん
（鴨島町中島）

大正11年３月18日生まれ

吉野川市内の100 歳以上の長寿者は 48 人（女性 43 人 男性５人）になりました。

地震の心得10カ条　第４条　火が出たらすぐ消火21



●問い合わせ　長寿いきがい課　☎22-2264　℻22-2260

リハビリ教室
月 日 曜日 時　　間 場　　　所 地区 内　　　容

6
月

14 火 9：00～11：00 川島公民館学西分館 川島 ●血圧測定
●体力測定（握力・２ステップ）
●理学療法士による個別運動指導
●集団体操30 木 9：00～11：00 西麻植市郷会館 鴨島

介護予防教室
月 日 曜日 時　　間 場　　　所 地区 内　　　容

6
　
　
　
　
　
　
　
月

1 水
9：00～10：30 中部農業構造改善センター 山川

健
　
　
康
　
　
相
　
　
談

栄養のお話

13：30～15：00 上浦公民館 鴨島 介護予防体操

2 木 9：00～10：30 川島公民館敷地分館 川島 介護予防体操

3 金 9：00～10：30 三ツ島西公会堂 川島 栄養のお話

6 月
9：00～10：30 こだま会館 川島 栄養のお話

13：00～14：30 立石公会堂 川島 口腔（こうくう）ケア

7 火 9：00～10：30 川島公民館神後分館 川島 楽しい脳体操

8 水
9：00～10：30 八坂会館 山川 介護予防体操

13：00～14：30 中枝老人憩の家 美郷 楽しい脳体操

9 木 9：00～11：00 西麻植公民館 鴨島

10 金 9：00～10：30 川島公民館本町分館 川島 介護予防体操

13 月
9：00～10：30 森藤集会所 鴨島 楽しい脳体操

13：30～15：00 西川田福祉センター 山川 栄養のお話

14 火 13：00～14：30 牛島集会所 鴨島 楽しい脳体操

15 水 9：00～10：30 川島公民館朝日ヶ丘分館 川島 介護予防体操

16 木 9：00～10：30 東児島公民分館 川島 介護予防体操

17 金
9：10～10：40 中古井広域集落センター 美郷 介護予防体操

13：00～14：30 飯尾会館 鴨島 楽しい脳体操

20 月 13：00～14：30 知恵島老人憩の家 鴨島

21 火
9：00～10：30 三山老人憩の家 美郷 楽しい脳体操

13：00～14：30 湯立会館 山川

22 水 13：00～14：30 知恵島公民館 鴨島 介護予防体操

23 木 9：00～10：30 牛島公民館 鴨島 楽しい脳体操

24 金 13：00～14：30 上谷集落センター 美郷 楽しい脳体操

27 月 13：00～14：30 敷地老人憩の家 鴨島 栄養のお話

28 火 13：00～14：30 元木会館 山川 楽しい脳体操

※初めて参加する方は問い合わせください。　※健康手帳を持参してください。
※資料がある場合があります。眼鏡が必要な方は持参してください。
※健康相談の受付時間は、基本的に開始時刻から 30 分間です。　※講座内容は変更する場合があります。

地震の心得10カ条　第５条　あわてて外に飛び出さない 22



吉野川市子育て支援施設 6 月の行事予定

八坂児童館
住　所

開館日
開館時間

山川町安楽寺 165 番地
TEL・FAX 42-6828
月～土
午前 10 時～午後６時（月～金）
午後１時～５時 30 分（土曜日）

３日㈮
９日㈭
14日㈫
20日㈪
22日㈬

菜園活動
手芸の日
絵画教室
おやつ作り／チャレンジデー
絵本の日

子育て支援室
ほたるルーム

住　所

開館日
開館時間

山川町町 94
（高越こども園内）
TEL・FAX 42-5758
月・水・金
午前９時～午後３時

24日㈮ 身体計測

子育て支援室
ちびっこドーム

住　所

開館日
開館時間

川島町桒村 2421 番地１
（川島こども園内）
TEL 25-6616
FAX 25-6617
月・火・木
午前９時～午後３時

７日㈫
14日㈫

子育て何でも相談
身体計測

地域子育て支援センター
かもめ元気クラブ

住　所

開館日
開館時間

鴨島町西麻植字大東 98 番地１
（鴨島かもめこども園内）
TEL 24-2856
FAX 24-2857
火・木・金
午前 10 時～午後３時

２日㈭
９日㈭
23日㈭
30日㈭

絵本の読み聞かせ
ベビーマッサージ
作って遊ぼう
運動遊び

子育て支援 なかよしくらぶ
住　所

開館日
開館時間

鴨島町鴨島乙 897 番地９
（鴨島中央認定こども園内）
TEL・FAX 24-2356
月・水・金
午前 10 時～午後３時

８日㈬
17日㈮
24日㈮

絵本の読み聞かせ
運動遊び
子育て相談

子育て支援室
もうもうあいランド

住　所

開館日
開館時間

鴨島町牛島 888 番地１
（鴨島東こども園内）
TEL 24-8914
FAX 24-8922
火・水・金
午前９時～午後３時

15日㈬ 身体計測

地域子育て支援センター
山瀬わんぱく広場

住　所

開館日
開館時間

山川町諏訪 266 番地５
（山瀬かもめこども園内）
TEL 30-1212
FAX 30-1213
月・水・木
午前 10 時～午後３時

２日㈭
９日㈭
16日㈭
23日㈭
30日㈭

絵本の読み聞かせ
英語で遊ぼう
ベビーマッサージ
運動遊び
作って遊ぼう

子育て支援センター
ちびっこプラザ

住　所

開館日
開館時間

鴨島町鴨島 252 番地１
（日本フネン市民プラザ内）
TEL 22-2440
FAX 22-2441
水～月
午前９時～午後５時

８日㈬
９日㈭
13日㈪
16日㈭
23日㈭

24日㈮

ママピラティス
育児相談
赤ちゃんヨガ＆ベビーマッサージ
絵本の読み聞かせ
ママのためのリフレッシュ
マッサージ・産後ケアアドバイス
誕生会・写真撮影

※月間行事予定表は二次元コード
でご確認ください。

※各施設にも月間行事予定表を備
え付けています。

※詳しくは、各施設へ
直接問い合わせくだ
さい。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行事が変更、
中止になる場合がありますのでご注意ください。

●問い合わせ　子育て支援課　☎22-2266　℻22-2245

子育て支援館 ぶどうの木
住　所

開館日
開館時間

鴨島町鴨島 440 番地２
（認定こども園めぐみ幼稚園
めぐみ保育園北側）
TEL・FAX 38-9117
TEL 24-2435
月～金
午前９時～午後３時

８日㈬
22日㈬
29日㈬
30日㈭

お誕生会
ふきこおばさんとあそぼう！
イザヤ先生と英語で遊ぼう！
イザヤ先生と英語で遊ぼう！

鴨島児童館
住　所

開館日
開館時間

鴨島町知恵島 1208 番地２
TEL・FAX 24-2379
月～土
午前 10 時～午後６時（月～金）
午後１時～６時（土曜日）

１日㈬
８日㈬
14日㈫
25日㈯
28日㈫

ベビースタイを作ろう！
紙芝居の日
絵画教室
おもちゃ病院が来るよ！
絵画教室

鴨島南児童館
住　所

開館日
開館時間

鴨島町飯尾 550 番地 76
TEL・FAX 22-2277
月～土
午前 10 時～午後６時（月～金）
午後１時～５時 30 分（土曜日）

８日㈬

17日㈮

21日㈫
22日㈬

菜園活動「芋苗植え」
ほっとティーブレイク

ジョン先生と英語で遊ぼう！
ほっとティーブレイク
おはなし会
お誕生会

14日㈫～ 18日㈯
ファミリーデイプレゼント作り週間

地震の心得10カ条　第６条　門や塀に近寄らない23



ご相談ください、葬儀のこと。

セレモニーヤマセ

自
宅
で
の
ご
葬
儀
も

会
館
で
の
ご
葬
儀
も

ラ
ス
ト
セ
レ
モ
ニ
ー
は

ヤ
マ
セ
で

TEL 0883-42-2075
FAX 0883-42-5951
山川町前川167-2  山瀬観光㈲

定
の
方
に
対
し
て
は
、
３
月
末
に

基
礎
年
金
番
号
な
ど
が
印
字
さ

れ
た
は
が
き
形
式
の
学
生
納
付

特
例
申
請
書
が
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
一

の
学
校
に
在
学
し
て
い
る
方
は
、

こ
の
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記

入
し
返
送
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本

年
度
の
申
請
が
で
き
ま
す
（
こ
の

場
合
、
学
生
証
の
コ
ピ
ー
や
在
学

証
明
書
の
添
付
は
不
要
で
す
）。

　
な
お
、
は
が
き
が
届
い
て
い
な

い
方
や
、
本
年
度
は
学
生
納
付
特

例
制
度
を
利
用
せ
ず
、
保
険
料

の
納
付
を
希
望
す
る
方
は
、
年
金

事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

承
認
を
受
け
た
期
間
は
？

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

た
め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
し

ま
せ
ん
。
ま
た
、
不
慮
の
事
故
や

病
気
に
よ
り
障
が
い
が
残
っ
た
場

合
、
障
害
基
礎
年
金
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
追
納
制
度

　

学
生
納
付
特
例
制
度
に
つ
い

て
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険

料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と

（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。
追
納
す

る
と
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が

増
額
さ
れ
ま
す
が
、
承
認
を
受
け

た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
す
る

場
合
は
、
当
時
の
保
険
料
に
経
過

期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

徳
島
北
年
金
事
務
所

☎
０
８
８（
６
５
５
）０
９
１
１

国
保
年
金
課	

☎
22-

２
２
１
３

 

℻
22-

２
２
４
３

　

社
会
保
険
労
務
士
会
に
よ
る

無
料
年
金
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

年
金
事
務
所
と
同
じ
相
談
が

で
き
、
各
種
年
金
の
請
求
お
よ
び

届
け
書
の
受
け
付
け
も
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

相
談
日
時
・
場
所

▽
５
月
26
日
㈭　
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
／
本
館
1
階
相
談
室

▽
６
月
23
日
㈭　
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
／
本
館
２
階
相
談
室
21

予
約
先
・
問
い
合
わ
せ

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
徳
島

（
オ
フ
ィ
ス
）

☎
０
８
８（
６
５
７
）３
０
８
１

国
保
年
金
課	

☎
22-

２
２
１
３

 

℻
22-

２
２
４
３

　

20
歳
以
上
の
方
は
保
険
料
の

納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
学
生
に
つ
い
て
は
申
請
に

よ
り
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
学
生
と
は
、
大
学
（
大
学
院
）、

短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等

専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び

各
種
学
校
、
一
部
の
海
外
大
学
の

日
本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
、
夜

間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
課
程
の

方
も
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
ほ
と
ん

ど
の
学
生
の
方
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

学
生
証
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
在

学
証
明
書
を
添
え
て
、
国
保
年

金
課
（
本
館
1
階
）
ま
た
は
各
支

所
（
川
島
・
山
川
・
美
郷
）
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
前
年
度
に
特
例
制
度
に
よ
り

猶
予
さ
れ
て
い
る
学
生
の
方

　

本
年
度
も
引
き
続
き
在
学
予

学
生
納
付
特
例
制
度
の

ご
案
内

社
会
保
険
労
務
士
会
に

よ
る
無
料
年
金
相
談

国
民
年
金
だ
よ
り
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フリーダイヤル 0120-24-2195

セレモニー
みくらや会館
鴨島町鴨島521
 TEL（0883）24-2195 ㈹
 FAX（0883）24-2197

セレモニー
みくらや西ホール
川島町学字北久保118 
TEL（0883）25-6255
FAX（0883）25-6256

いざという時のために毎月少々の掛金で

三倉屋互助会
土地家屋調査士・行政書士 鎌田真一事務所

吉野川市鴨島町西麻植字中筋141 
☎ 0883-36-9830

相 続 手 続 き 無 料 相 談 会 開 催
令和４年４月から毎月１回、相続手続きに関する無料相談会を開催します。

【開催日時】令和4年5月25日（水）  午前9時～午後1時（1組 各1時間）
【開催場所】日本フネン市民プラザ（多目的会議室)

● 相続人調査（戸籍請求）、遺産分割協議書の作成
● 公正証書遺言の作成について
● 相続財産の処分（土地、建物)について

相談
内容

電話による事前予約をお願いします。事前予約の方を優先します。申込方法

鎌田真一事務所

ホーホケキョ 白竜峡 高越山 紅竜峡

東野リキュールの本格梅酒
二人で仲よく梅酒を造り精一杯おもてなししています

梅酒蔵

東野リキュール製造場  東野 宏一

吉野川市美郷字川俣５番地５
TEL 0883-43-2216
FAX 0883-43-2212

図書館だより
川島図書館 　☎ 25-3141　℻	25-5382

開館時間　午前 10 時～午後６時
５月、６月の休館日　水曜日、祝日、５月６日（振替

休日）、月末資料整理日（５月31日㈫、６月30日㈭）

◆音読の会による「季節の絵本と紙しばい」
　と　き　６月 25 日㈯　午前 11 時～ 11 時 30 分
　ところ　川島図書館２階
◆写真展「麻植の農業０～昭和の農家～」川村　泰史
　と　き　６月５日㈰～７月３日㈰
　ところ　川島図書館１階ロビー
※いずれも無料です。

鴨島図書館（日本フネン市民プラザ３階）
☎ 22-2004　℻	22-2014

開館時間　午前９時～午後７時
５月、６月の休館日　火曜日、月末資料整理日（５

月 30 日㈪、６月 30 日㈭）

◆おはなし会
　と　き　毎週土曜日　午前 10 時 30 分～ 11 時
　ところ　鴨島図書館内　読み聞かせコーナー
◦ジョン＆マリアンとあそぼう♪（英語でおはなし会）
　と　き　６月４日㈯　午後３時 30 分～４時
◦よみっこ★か～ものおはなし会
　と　き　６月 11 日㈯　午前 10 時 30 分～ 11 時
◦おはなし「ふわり」タイム
　と　き　６月 25 日㈯　午前 10 時 30 分～ 11 時
◆絵本の読み聞かせ講座
　と　き　６月６日㈪　午後２時～３時 30 分
　ところ　日本フネン市民プラザ２階多目的室 227
　講　師　中　洋子さん
　　　　　（とくしまおはなしを語る会　代表）
　対　象　大人向け
　定　員　10 人程度
※申し込みが必要です（電話受付も可）。
◆子ども映画会「トムとジェリー１」
　と　き　６月 19 日㈰　午後２時～３時
　ところ　日本フネン市民プラザ２階多目的室（中）
　定　員　25 人程度
※申し込みが必要です（電話受付も可）。

※上記イベントはすべて参加無料です。当日、直接会場へお越しください。
★イベントに参加する方は、マスク着用のご協力をお願いします。
★イベントの詳細は鴨島図書館の Facebook・Instagram をご覧ください。

山川図書館 　☎ 42-5222　℻	26-4101

開館時間　午前 10 時～午後６時
５月、６月の休館日　月曜日、祝日、月末資料整理

日（５月 31 日㈫、６月 30 日㈭）

◆山川「おはなし会」
　と　き　５月 14 日㈯　午後２時から
　　　　　６月 11 日㈯　午後２時から
　ところ　山川図書館
◆子どもえいが会
　と　き　５月 21 日㈯　午後２時から
　　　　　　「ミッフィーとどうぶつえん」
　　　　　６月４日㈯　午後２時から
　　　　　　「おしりたんてい２」
　ところ　山川図書館
※いずれも参加無料です。

地震の心得10カ条　第８条　山崩れ、がけ崩れ、津波に注意25



指 導 者：中谷 敬子
指導対象：幼児～高校生
連 絡 先：090-9555-9699
所 在 地：高原字関135-5
　　　  JR牛島駅 徒歩５分

◆４技能の小学英語
◆無学年のプリント教材
◆指導教科：国数英
◆コンピュータ学習（ＣＡＩ）

一日無料体験学習
無料学力診断も行います

青
少
年
育
成
補
導

が
守
り
育
て
る
子
ど
も
た
ち
』
を

合
言
葉
に
、
安
全・安
心
パ
ト
ロ
ー

ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
本

市
で
は
、各
小
学
校
区
ご
と
に「
安

全
安
心
対
策
会
議
」が
設
置
さ
れ
、

ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
を
中
心
に
子
ど

も
た
ち
の
登
下
校
の
安
全
確
保
に

も
努
め
て
い
ま
す
。

子
ど
も
を
守
る
目
線

　
次
の
よ
う
な
場
所
に
は
、
特
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
こ
れ
ま
で
に
不
審
者
が
現
れ
た

場
所

◦
事
件
や
事
故
が
発
生
し
た
場
所

◦
街
灯
な
ど
が
な
く
暗
い
場
所

◦
人
通
り
が
少
な
い
場
所

◦
周
囲
か
ら
見
通
し
が
悪
い
公
園

や
神
社

お
願
い

　

私
た
ち
一
人
一
人
が
で
き
る
行

動
で
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
を

守
っ
て
い
け
る
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

連
絡
先
・
問
い
合
わ
せ

市
青
少
年
育
成
補
導
セ
ン
タ
ー

☎
25-

６
６
２
０

℻
25-

６
６
２
１

地
域
で
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

　
新
学
期
が
始
ま
っ
て
１
カ
月
が

た
ち
、
小
学
一
年
生
の
黄
色
い
ラ

ン
ド
セ
ル
が
ま
ぶ
し
く
目
に
つ
き

ま
す
。
野
山
に
生
気
が
あ
ふ
れ
、

気
持
ち
も
明
る
く
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
過
去
の
統
計
を
み
る
と
、

不
審
者
情
報
が
多
く
寄
せ
ら
れ
る

の
も
こ
の
季
節
で
す
。

　
犯
罪
を
防
ぐ
た
め
、
ま
た
子
ど

も
た
ち
の
事
件
・
事
故
を
防
ぐ
た

め
に
は
、
地
域
全
体
で
防
犯
活
動

に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

子
ど
も
の
安
全
を
守
る
た
め

　
『
子
ど
も
は
地
域
の
宝
』『
地
域

　
高
級
ベ
ッ
ド

  

鴨
島
第
一
中
学
校
　
大
森 

春
奈

わ
た
し
に
は
夢
が
あ
る

大
き
な
夢
が
あ
る

空
に
あ
る
フ
ワ
フ
ワ
の
綿
を

布
に
つ
め
た

フ
カ
フ
カ
の
ベ
ッ
ド
で

ね
る
こ
と
だ

夏
に
は
雨
の
雲
を

ひ
ん
や
り
つ
め
た
く
て

き
も
ち
い
い
だ
ろ
う
な

冬
に
は
晴
れ
の
雲
を

ポ
カ
ポ
カ
あ
っ
た
か
く
て

き
も
ち
い
い
だ
ろ
う
な

わ
た
し
に
は
夢
が
あ
る

大
き
な
夢
が
あ
る

「
ぶ
ん
げ
い
麻
植
第
16
号
」
よ
り

　
く
　
も

 

鴨
島
第
一
中
学
校　

工
藤 

百
花

く
も
で
す

今
は
家
族
で
旅
行
中

風
に
運
ん
で
も
ら
っ
て
ま
す

お
や
？

風
が
つ
か
れ
た
み
た
い
で
す

今
日
は
こ
の
空
を

観
光
し
よ
う
か
な

	「
ぶ
ん
げ
い
麻
植
第
16
号
」
よ
り
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トヨタ車全車種販売しています！
※一部車種を除きます。

ネッツ徳島吉野川店
に

ぜーんぶお任せくだ
さい！

トヨタ車は、

吉野川店
New

吉野川市鴨島町西麻植字麻植市56-28　TEL.0883-24-3171
●定休日 月曜・第2火曜　●営業時間 9：30～18：00（サービス入庫受付は17：00まで）

NEW DEBUT!

5/12［木］
申込み受付開始予定

5/12［木］

　指定年月日：2021（令和３）年３月 23日指定
　　　所在地：吉野川市川島町川島 210-33
所有／管理者：地縁団体

　川島字城山の「岩の鼻展望台」の下、西側の吉野川に
面した麓

ふもと

、川島の浜（川
かわみなと

湊）に立ち、周辺の地面の高さか
ら基礎部分を含めて台座高が２m67cmあり、吉野川流
域の台座が高い地蔵のなかでは第３位である。
　吉野川に溺死した人々の冥福を祈って供養のため、
1843（天保 14）年４月に建立され、以来、川湊に
出入りする船の安全を見守ってきた。
　台座には、三

さん

界
がい

萬
ばん

霊
れい

（過・現・未の関係者の霊を祀
まつ

る碑という意味、供養塔と同じ）と題して、銘文が刻
まれ、願主として、川島の有力な藍師・藍商だった姓
と同じものが刻まれており、川島の浜は吉野川の川湊
として栄えていたことから、藍玉を運ぶ船の安全を願
い設置されたとも考えられている。
　2021（令和３）年７月 16 日には、日本遺産「藍
のふるさと阿波～日本中を染め上げた至高の青を訪ね
て～」の構成文化財に追加認定された。

故
郷
を

知
る
!!

吉野川市指定有形民俗文化財

川島の浜の地蔵
第
42
回

y o s h i n o g a w a  c i t y

地震の心得10カ条　第10条　正しい情報を聞く27



よしのがわ市民カレンダー
５月 行事・イベント

11 水

12 木
行政相談10:00～12:00（市役所本
館４階141会議室）、人権相談13:30
～16:00（交流センター１階和室）

13 金

14 土

15 日 FC徳島四国リーグ第４節11:00～
ヨコタ上桜スポーツグラウンド

16 月

17 火

18 水 全国一斉情報伝達訓練
11:00ごろ（P12）

19 木

20 金
司法書士会による無料法律相談
10:00～12:00

（市役所本館４階141会議室）

21 土 LGBTQ電話相談16:00～19:00
（P13）

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木
社会保険労務士会による無料年金相談
10:00～15:00

（市役所本館１階相談室）（P24）

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

◦介護予防教室・リハビリ教室（P22）
◦吉野川市子育て支援施設 ６月の行事予定（P23）
◦図書館だより（P25）

６月 行事・イベント

1 水
人権相談13:30～16:00（西麻植会館
２階会議室・山川地域総合センター
２階204会議室・美郷支所会議室）

2 木

3 金

4 土 2022年度第１回吉野川市人権講座

5 日

6 月 行政相談10:00～12:00
（山川公民館研修室１）

7 火 行政相談13:00～15:00
（川島公民館会議室）

8 水 広報よしのがわ６月号発行日

9 木 行政相談10:00～12:00
（市役所本館１階相談室）

10 金 はばたけ!! 若者応援プロジェクト
事業補助金応募期限（P6）

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水 緊急地震速報訓練
10:00ごろ（P12）

【夜間・在宅当番医】
◦平日／ 18 時～ 22 時
◦休日／９時～ 13 時、14 時～ 18 時、19 時～ 22 時
◦吉野川市ホームページにも掲載しています。
◦日本中央テレビ、ケーブルネットおえでも放送しています。
◦変更になる場合がありますので、必ず当番医または徳島中央広域連合
（☎ 26-1190）でご確認の上、受診してください。

【小児救急医療体制】
◦徳島市夜間休日急病診療所（☎ 088-622-3576）
◦県立中央病院（☎ 088-631-7151）

〈 月～土 〉
　８時 30 分～ 19 時 30 分 最寄りの医療機関
　19 時 30 分～ 22 時 30 分 徳島市夜間休日急病診療所
　22 時 30 分～翌９時 県立中央病院

〈 日・祝日 〉
　９時 00 分～ 12 時 30 分 徳島市夜間休日急病診療所
　13 時 30 分～ 17 時 徳島市夜間休日急病診療所
　18 時 00 分～ 22 時 30 分 徳島市夜間休日急病診療所
　22 時 30 分～翌９時 県立中央病院
◦吉野川医療センター（☎ 26-2222）
　診療日　第２・第４日曜日　  診療時間　午前中（直接問い合わせください）

本
号
に
掲
載
し
て
い
る
各
種
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
等
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し
、
開
催
を
中
止
ま
た
は
延
期
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
担
当
課
も
し
く
は
主
催
者
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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※市民カレンダーには、市内全ての行事・イベントが記載されて
いるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

夜間・休日
在宅当番医
工藤内科医院
☎ 42-3113

松永医院
☎ 42-2110

高橋皮膚科クリニック
☎ 24-5122

井内内科
☎ 24-3070

糸田川眼科
☎ 24-2531

中西内科クリニック
☎ 42-6755

石原内科循環器科
☎ 24-2536

グリーン耳鼻咽喉科
☎ 24-2488

リバーサイドクリニック岡田
☎ 24-8884

森住内科医院
☎ 22-3010

山下耳鼻咽喉科クリニック
☎ 42-7533

木村内科胃腸科
☎ 24-6413

麻名内科外科クリニック
☎ 26-0020

さくら診療所
☎ 42-5520

あおぞら内科
☎ 22-1311

かなめ小児科内科クリニック
☎ 26-0310

知恵島皮膚科診療所
☎ 36-9012

糸田川クリニック
☎ 24-7555

谷医院
☎ 42-2353

古本内科クリニック
☎ 24-7377

美摩病院
☎ 24-2957

市内での火災・救急出動 （※累計は令和４年１月からのもの）

火災 ２月 累計 救急出動 ２月 累計
０件 ２件 138 件 322 件

夜間・休日
在宅当番医

渡辺医院
☎ 24-7177

四宮医院
☎ 25-2016

松永医院
☎ 42-2110

杉山医院
☎ 25-2802

鈴木内科（敷地）
☎ 24-5880

矢田医院
☎ 25-2006

糸田川眼科
☎ 24-2531

大内整形外科
☎ 24-3058

木村内科胃腸科
☎ 24-6413

工藤内科医院
☎ 42-3113

高橋皮膚科クリニック
☎ 24-5122

鈴木内科（喜来）
☎ 24-3413

井内内科
☎ 24-3070

中西内科クリニック
☎ 42-6755

リバーサイドクリニック岡田
☎ 24-8884

今月の税 固定資産税　　第１期
軽自動車税　　全　期

納期限
５月 31 日㈫

2022年（
令

和
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